
 

光地区消防組合職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 

  令和６年３月２２日 

 

光地区消防組合 

管理者 市 川   熙 

 

光地区消防組合規則第１号 

光地区消防組合職員の管理職手当に関する規則の一部を改正する規則 

光地区消防組合職員の管理職手当に関する規則（昭和４８年光地区消防組合

規則第４号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「 

 

  

  

  

」を 

「 

消防長 ８級 ７３，５００円 

７級 ７０，５００円 

次長 ４９，０００円 

参 事 、 課 長 、 署

長、室長 

 

 

４０，９００円 

課長補佐、副署長 ３０，３００円 

                                」に 

改める。 

消防長 

次長 

４４，３００円（職務の級が８級である者 

４６，１００円） 

参事 

課長 

署長 

室長 

３３，６００円 

 

 

 



 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 


